
＜物  件＞

1 物件名称 　濁度計

2
品質・形状・寸法
又は型式

　特記仕様書のとおり

3
グリーン物品
の指定

　指定しない

4
 数　　　　量
（単価契約の場合
は予定数量）

　１式

5 納入期限 　契約日から令和５年３月15日まで

6 納入場所 　横須賀市走水1丁目2番1号

7 特記事項 　特記仕様書のとおり

8 契約方法 　総価契約

9 支払方法 　納入後、一括払い

10 その他事項 この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。

11 連　絡　先 上下水道局技術部浄水課　　石田　直史　　　　電話　046－823－0604

　上記で指定がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品を選
定し、納品すること。
　方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照してください。

グリーン物品

指示事項

濁度計　仕様書



(税抜き）

№ 物件名
品質・形状・寸法
又は型式

グリーン物
品指定の有
無

単位 数　量 単　価（円） 金　　額(円）

1
濁度計 特記仕様書のとおり 無 式 1 ―

2

3

4

5

6

7

8

9
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12

13

14

15

16

17

18

19

20
※単価、金額欄は、契約者が記入する。

購入物件内訳書



濁度計 

特記仕様書 

１ 場所

走水水源地  横須賀市走水 1丁目 2番 1号 

２ 施工内容

(1) 既設濁度計、サンプリングポンプ及び戸別給水用減圧弁の撤去

(2) 新設濁度計、サンプリングポンプ及び戸別給水用減圧弁の据付

(3) 試験調整

(4) その他必要事項

３ 機器仕様 

(1) 濁度計

ア 数量 ： １台 

イ 設置場所 ： 既設屋外盤内に設置

ウ 測定対象 ： 湧水 

エ 測定方式 ： 表面散乱光測定方式 

オ 測定範囲 ： ０～５度、０～50度（ダブルレンジ）

カ 測定出力信号 ： ＤＣ ４～20ｍＡ 

キ 電源 ： ＡＣ 100Ｖ 50Ｈｚ 

ク 表示方式 ： 液晶デジタル表示 

ケ 構造 ： 屋内自立防滴形 

コ 取付 ： 床面取付け 

サ 自動ゼロ校正機能 ： 有り 

シ 自動洗浄機能 ： 有り 

ス 架台 ： 自立形用架台付（耐食のもの） 

セ 結露防止機能 ： 有り 

ソ 予備品 

（ア） ランプ １個 

（イ） ヒューズ １式 

（ウ） 活性炭フィルタ １個 

タ 既設機器（参考） 

  横河電機 TB400G-4-1-A3/B/ARS（製造年：2007 年） 

(2) サンプリングポンプ

ア 数量 ： １台 



イ 電動機 単相 100V 0.2kW 

   ウ 揚程  6ｍ 

   エ 吐出量 30Ｌ/min 

   オ 設置方法 既設屋内ステンレスベース上にボルト固定 

   カ 既設製品（参考） 荏原製作所 25RQFD5.2S 

(3) 戸別給水用減圧弁 

ア 数量 ： １個 

イ 呼び径 ： 15A 

ウ 適用流体 ： 水道水・温水 

エ 一次側適用圧力 ： 1.0MPa 以下 

オ 二次側調整圧力範囲（設定圧力） ： 0.11～0.23MPa（0.15MPa） 

カ ネームプレート色 ： M（青） 

キ 既設製品（参考）   （株）ベン ＲＤ―２３Ｗ型 （設定圧力：1.5kgf/cm2） 

４ その他 

(1) 詳細仕様等は、打合せ及び承諾図等により決定する。

(2) 作業着手前の打合せによる内容は、本仕様書よりも優先する。

(3) 作業着手前に作業日程について、当局監督員と協議すること。

(4) 撤去品は当局監督員へ納めること。

(5) 保証期間は、検査合格の日より２年間とする。請負者は、保証期間内に発生し 

た故障については、無償で修理すること。

(6) 提出書類 

ア  作業日程表（任意様式）と作業員名簿（任意様式）を作業着手前に１部提出

すること。 

イ  対象機器の仕様書、試験成績書、取扱説明書及びその他必要な書類を報告書

（任意様式）として２部提出すること。 

(7) 健康診断（検便）

水源地・浄水場・配水池等において作業する次の各号いずれかに該当する者は、

水道法 21 条に基づき、検便検査を行い作業開始前にその検査報告書を監督員へ

提出すること。検査項目は、赤痢菌・腸チフス菌・パラチフス菌・病原性大腸菌

O-157 とし、報告書には、氏名・性別・年齢・成績・検査場所を記載すること。

また、検査結果の有効期限は６か月とし、期間が過ぎた場合は再度検査を実施し、

検査結果を監督員に提出すること。 

ア 水工程に直接触れて作業する者 

イ 水工程に直接触れないが、概ね一週間程度連続して作業する者 

ウ ６か月を越えて従事する者 


